
「
地
震
防
災
対
策
用
資
産
の
課
税
標
準
に
関
す
る
特
例
措
置
」（
固
定
資
産
税
）
関
連
条
文
四
段
表 

               
 

 
 
 

附 
則 

（
固
定
資
産
税
等
の
課
税
標
準
の
特
例
） 

第
十
五
条 

略 

６ 

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三

年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す

る
地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震

に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措

置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
防
災
対
策

推
進
地
域
又
は
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝

型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る

特
別
措
置
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
二
十
七
号
）

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
海
溝
・
千
島
海

溝
周
辺
海
溝
型
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
に
お
い

て
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
取
得
さ
れ

た
地
震
防
災
対
策
の
用
に
供
す
る
償
却
資
産
で
政

令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
は
、
第
三
百
四
十
九
条
の
二
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
償
却
資
産
に
対
し
て
新
た

に
固
定
資
産
税
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
年
度

か
ら
三
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
当
該
償

却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
価
格
の
三
分
の
二
の
額
と
す
る
。 

   

地
方
税
法 

 
 
 

附 

則 

（
固
定
資
産
税
等
の
課
税
標
準

の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
固
定

資
産
の
範
囲
等
） 

第
十
一
条 

略 

９ 

法
附
則
第
十
五
条
第
六
項

に
規
定
す
る
地
震
防
災
対
策

の
用
に
供
す
る
償
却
資
産
で

政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
大

規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法

施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政

令
第
三
百
八
十
五
号
）
第
四

条
各
号
に
掲
げ
る
施
設
又
は

事
業
を
管
理
し
、
又
は
運
営

す
る
者
が
取
得
し
た
償
却
資

産
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
（
大
規
模
地
震
対
策
特
別

措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法

律
第
七
十
三
号
）
及
び
こ
れ

に
基
づ
く
命
令
以
外
の
法
令

に
よ
り
当
該
償
却
資
産
の
設

置
義
務
を
負
う
者
が
当
該
設

置
義
務
に
基
づ
き
取
得
す
る

も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

地
方
税
法
施
行
令 

 
 
 

附 

則 

（
政
令
附
則
第
十
一

条
第
二
項
第
一
号
の

倉
庫
等
） 

第
六
条 

略 

25 

政
令
附
則
第
十

一
条
第
九
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
償
却
資

産
は
、
緊
急
地
震

速
報
受
信
装
置
そ

の
他
の
内
閣
総
理

大
臣
が
定
め
る
償

却
資
産
と
す
る 

地
方
税
法
施
行
規
則 

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
附

則
第
六
条
第
二
十
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
内
閣
総

理
大
臣
が
定
め
る
償
却
資
産
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
一
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

一 

緊
急
地
震
速
報
受
信
装
置
（
次
の
い
ず
れ
か
の
も
の
に
限
る
も

の
と
し
、
こ
れ
と
同
時
に
設
置
す
る
専
用
の
報
知
装
置
（
次
の
い

ず
れ
か
の
制
御
指
令
信
号
に
基
づ
き
、
予
想
さ
れ
る
地
震
動
が
到

達
す
る
ま
で
の
時
間
及
び
震
度
に
関
す
る
情
報
を
自
動
的
に
報
知

す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
） 

 
 

イ 

気
象
庁
が
行
う
気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六

十
五
号
）
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
地
震
動
（
以
下

「
地
震
動
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る

予
報
（
以
下
「
予
報
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定
す

る
警
報
（
以
下
「
警
報
」
と
い
う
。
）
を
受
信
す
る
機
能
並
び
に

そ
の
受
信
し
た
予
報
及
び
警
報
に
基
づ
き
自
動
的
に
制
御
指
令

信
号
を
発
信
し
て
緊
急
遮
断
装
置
そ
の
他
の
機
械
及
び
装
置
の

動
作
を
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置 

 
 

ロ 

気
象
庁
が
提
供
す
る
気
象
業
務
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七

年
運
輸
省
令
第
百
一
号
）
第
十
条
の
二
第
一
号
イ
の
予
報
資
料

（
以
下
「
予
報
資
料
」
と
い
う
。
）
を
受
信
す
る
機
能
、
そ
の
受

信
し
た
予
報
資
料
に
基
づ
き
気
象
業
務
法
施
行
規
則
第
十
条
の

二
第
一
号
ロ
の
計
算
方
法
を
定
め
る
件
（
平
成
十
九
年
十
一
月

二
十
六
日
気
象
庁
告
示
第
十
一
号
）
の
計
算
方
法
に
よ
り
地
震

動
の
到
達
予
想
時
刻
及
び
予
想
震
度
を
計
算
す
る
機
能
並
び
に

そ
の
計
算
の
結
果
に
基
づ
き
自
動
的
に
制
御
指
令
信
号
を
発
信

 
 

 

 
 

 
 

 

内
閣
府
告
示 



 
 
 

    

 
 

 
 

 
 

 

し
て
緊
急
遮
断
装
置
そ
の
他
の
機
会
及
び
装
置
の
動
作
を
制

御
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置 

ハ 

気
象
業
務
法
第
十
七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
行 

う
地
震
動
に
つ
い
て
の
予
報
を
受
信
す
る
機
能
及
び
そ
の
受
信

し
た
予
報
に
基
づ
き
自
動
的
に
制
御
指
令
信
号
を
発
信
し
て
緊

急
遮
断
装
置
そ
の
他
の
機
械
及
び
装
置
の
動
作
を
制
御
す
る
機

能
を
有
す
る
装
置 

二 

緊
急
遮
断
装
置
（
前
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
の
制
御
指
令
信
号
に
基

づ
き
自
動
的
に
作
動
す
る
も
の
で
、
同
号
の
緊
急
地
震
速
報
受
信

装
置
と
同
時
に
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。） 

三 

感
震
装
置
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
と
同
時
に
設
置
す
る
も
の

に
限
る
。
） 


